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関連施策

関連施策 精神科救急医療体制整備 P.45
障がい者
支援部

障がい保健福祉課精神保
健福祉室

休日・夜間において精神疾患の急激な発
症や悪化により、緊急な医療を必要とす
る精神障碍者等及び家族等からの相談を
受け、必要に応じて精神科救急医療施設
等と連携を取り、適切な医療の確保を行
う。

情報センター及び精神科救急医療
施設との連携により実施すること
ができた。

実施 継続実施

休日・夜間において精神疾患の急激な発症や
悪化により、緊急な医療を必要とする精神障
碍者等及び家族等からの相談を受け、必要に
応じて精神科救急医療施設等と連携を取り、
適切な医療の確保を行う。

情報センター及び精神科救急医療施設
との連携により実施することができ
た。

実施 継続実施

関連施策 精神通院医療給付 P.45
障がい者
支援部

障がい保健福祉課精神保
健福祉室

精神疾患を有する者で、精神障がいのた
め継続的な通院医療を要する者への医療
費を一部助成する。

指定医療機関との連携により実施
することができた。

実施 継続実施
精神疾患を有する者で、精神障がいのため継
続的な通院医療を要する者への医療費を一部
助成する。

指定医療機関との連携により実施する
ことができた。

実施 継続実施

関連施策 措置入院・移送 P.45
障がい者
支援部/
庁外

障がい保健福祉課精神保
健福祉室/警察署

警察等のからの通報を受け、自傷等のお
それのある精神障がい者に対し、医療及
び保護を目的に入院のための診察及び移
送を実施。
措置申請・通報数：173件

警察及び医療機関との連携のも
と、適切な診察及び移送を実施す
ることができた。

実施 継続実施

警察等のからの通報を受け、自傷等のおそれ
のある精神障がい者に対し、医療及び保護を
目的に入院のための診察及び移送を実施。
措置申請・通報数：151件

警察及び医療機関との連携のもと、適
切な診察及び移送を実施することがで
きた。

実施 継続実施

関連施策
精神障害者地域生活移行支
援

P.45
障がい者
支援部

障がい保健福祉課精神保
健福祉室

精神障がい者の地域における生活支援
や、社会参加及び自立を推進していくた
め、必要な支援体制整備に向けた会議を
実施。
●精神障がい者地域移行支援部会：8回
●各区地域移行支援連絡会：中央区5回・
東区3回・北区4回

関係機関との連携のもと協議の場
を設け、検討することができた。
次年度に向けた全体および各区の
検討体制作りができた。

実施

継続実施
今年度から新たな検討体
制（全体部会及び区部
会）にて実施。

従来の精神障がい者地域移行支援部会を全体
部会とし、区毎の連絡会を区部会と位置づ
け、地域の課題抽出、具体的な計画、取り組
み、顔の見える連携づくりを目的に開催。
全体会開催：1回、
区部会：中央1回　西1回　北2回

コロナウイルス感染の影響で予定した
会議の中止もあったが、リモートを使
用しての会議やメール、電話での連携
を図った。また、区部会では、ニュー
スレターの作成やオンライン会議活用
検討のためのアンケートを実施し、意
見集約を行ったりした。

実施
全体部会、区部会ともにリモートを
活用しながら、継続して課題の共
有、意見交換等を行っていく。

関連施策 重度心身障害者医療費助成 P.45
障がい者
支援部

障がい保健福祉課
重度心身障害者（児）の医療費の一部を
助成する。

受付から助成まで、適切に事務を
行うことができた。

実施 継続実施 継続実施
受付から助成まで、適切に事務を行う
ことができた。

実施

関連施策 障がい者相談支援センター P.45
障がい者
支援部

障がい保健福祉課
障がいのある方が自立した日常生活・社
会生活を営むことができるよう各種相談
や必要な支援を実施。

センターにおいて、障がいのある
方の日常生活や社会生活を支援す
るため、身近な地域で相談支援を
受けることができるような体制を
取っており、相談支援の件数も増
加傾向にある。

実施 継続実施
障がいのある方が自立した日常生活・社会生
活を営むことができるよう各種相談や必要な
支援を実施。

センターにおいて、障がいのある方の
日常生活や社会生活を支援するため、
関係機関とも連携し身近な地域で相談
支援を受けることができるような体制
を取っており、相談支援の件数も増加
傾向にある。

実施
令和3年度より各センターに地域支
援員を1名配置し、地域の相談体制
づくりを進める。

関連施策 障がい者地域活動支援 P.45
障がい者
支援部

障がい保健福祉課

障がい者の日中活動の場の提供や困りご
と等への相談を受け、地域において自立
した日常生活や社会生活ができるよう支
援を実施。

センターにおいて、障がい者が気
軽に余暇活動を行う場の提供や日
常生活における困りごとなどの相
談を受けており、1日あたりの利用
者も増加傾向にある。

実施 継続実施

コロナウイルス感染症の影響で、一時利用を
自粛した期間もあったが余暇活動の場として
障がい者が気軽に利用できる場の提供を行っ
た。

コロナウイルス感染症の影響で、利用
人数としては落ち込んでいるが、各セ
ンターにおいて、余暇活動を行う場の
提供や日常生活における困りごとなど
の相談は継続して受け付けている。

実施

コロナウイルス感染拡大防止に努め
ながら、地域の各センターにおい
て、障がい者が気軽に余暇活動を行
う場の提供や日常生活における困り
ごとなどの相談を受けつける。

関連施策
障がい者就労・生活支援セ
ンター

P.46
障がい者
支援部

障がい保健福祉課
障がい者の就労に関する相談（就職支
援、職場定着、就労に向けての生活環境
整備）に対する支援を実施。

センターにおいて、障がい者の一
般就労に関する相談や就職後の職
場への定着におけるサポートを
行っており、登録者数も増加傾向
にある。

実施 継続実施

障がい者就労・生活支援センターにおいて、
障がい者の就労に関する相談（就職支援、職
場定着、就労に向けての生活環境整備）に対
する支援を実施。また、公共職業安定所や在
宅就業支援団体等と連携し、在宅での就労が
可能な企業への働きかけを強化するととも
に、相談者のニーズに合った職場を開拓し、
マッチングを行った。

センターにおいて、障がい者の一般就
労に関する相談や就職後の職場への定
着におけるサポートを行っており、登
録者数も増加傾向にある。また、セン
ターと関係機関との役割を明確化し、
支援の質の向上を図ることができた。

実施 継続実施

関連施策 障がい者虐待防止対策 P.46
障がい者
支援部

障がい保健福祉課
障がい者虐待の未然防止や早期発見、迅
速な対応、その後の適切な支援を行う。

障がい者施設職員への研修会を実
施するとともに、通報に対する対
応を迅速に行い、虐待被害者や養
護者へ虐待防止に関する情報提供
を行った。

実施 継続実施
障がい者虐待の未然防止や早期発見、迅速な
対応、その後の適切な支援を行う。

障がい者施設職員のほか、サービス提
供事業所等への研修会を実施するとと
もに、通報に対する対応を迅速に行
い、虐待被害者や養護者へ虐待防止に
関する情報提供を行った。

実施

これまでの取り組みに加え、令和3
年度より本市の出前講座メニューに
「障がい者虐待防止研修」を追加掲
載し、さらに障がい者虐待の未然防
止及び早期発見を図る。

関連施策
特別障害者手当及び特別児
童扶養手当支給

P.46
障がい者
支援部

障がい保健福祉課
障がい者（児）、障がい者を監護・養育
する父母等に手当を支給する。

申請受付から手当支給まで、適切
に事務を行うことができた。

実施 継続実施
障がい者（児）、障がい者を監護・養育する
父母等に手当を支給する。

申請受付から手当支給まで、適切に事
務を行うことができた。

実施 継続実施

関連施策 成年後見制度利用支援 P.46
障がい者
支援部

障がい保健福祉課
判断の能力が低下した障がい者の成年後
見の申立てを行い、後見人等の報酬の一
部を助成する。

市長申立て及び報酬助成申請の事
務を適切に行うことができた。

実施 継続実施
判断の能力が低下した障がい者の成年後見の
申立てを行い、後見人等の報酬の一部を助成
する。

市長申立て及び報酬助成申請の事務を
適切に行うことができた。

実施

従来の取り組みに加え、報酬助成に
ついてR3.4.1より給付対象を拡大
し、各職能団体等への周知を行うも
の。

関連施策 納税相談 P.46 税務部 納税課
相談会チラシ等を窓口掲示のうえ、随時
丁寧な納税相談を実施。

電話・窓口対応を中心に丁寧な納
税相談が実施できた。

実施 取組を継続
個別の事情に配慮のうえ、丁寧な納税相談を
実施。

電話・窓口対応を中心として、適切な
納税相談が実施できた。

実施 継続実施

関連施策 公民館主催講座 P.46
市民生活
部

生涯学習課

各公民館において、年に1回以上、ハンセ
ン病や発達障害を含む、あらゆる人権課
題を踏まえた講演会及び講座を開催。そ
の結果、講演会については全19館で75
回、講座も全19館で38回開催した。

講演会及び講座の情報を共有する
ことで、それぞれの公民館の講演
会の企画に生かし、多岐にわたる
人権課題を踏まえた講演会及び講
座を実施することで人権意識の高
揚につながった。

100

昨年度に引き続き、各公
民館において、あらゆる
人権課題を踏まえた講演
会・講座に取り組む。

各公民館において、水俣病や新型コロナウイ
ルス関連のものを含む、様々な人権課題を踏
まえた講演会及び講座を開催。その結果、講
演会については6館で8回、講座も14館で27回
開催した。

コロナウイルス感染拡大の影響で公民
館を閉館した時期があったため例年よ
りも開催件数は減少した。そうした中
コロナウイルス関係の人権講演会やオ
ンラインで講演会を行うなど情勢に対
応した創意工夫をすることができた。

70%

昨年度に引き続き、新型コロナウイ
ルス感染拡大の情勢に注意しなが
ら、各公民館においてあらゆる人権
課題を踏まえた講演会・講座に取り
組む。

関連施策
女性に対する暴力をなくす
運動

P.46
市民生活
部

男女共同参画課

毎年11月12日～25日は「女性に対する暴
力をなくす運動」の期間であるため、市
政だよりでＤＶについて相談先とともに
掲載し、市役所1Ｆロビーにおいてはパー
プルリボンツリーを設置するなど啓発に
努めた。

民間団体と協力し、ＤＶ防止につ
いて啓発をおこなうことで、幅広
い層にＤＶ防止について身近な問
題として関心を持ってもらうこと
ができた。

　　実施 継続実施

毎年11月12日～25日は「女性に対する暴力を
なくす運動」の期間であるため、市政だより
でＤＶについて相談先とともに掲載し、市役
所1Ｆロビーにおいてはパープルリボンツリー
を設置するなど啓発に努めた。

民間団体と協力し、ＤＶ防止について
啓発をおこなうことで、幅広い層にＤ
Ｖ防止について身近な問題として関心
を持ってもらうことができた。

実施 実施を継続
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関連施策 女性の権利110番 P.46
市民生活
部/庁外

男女共同参画課/熊本県
弁護士会

熊本県弁護士会と共催し、6月の男女共同
参画週間記念講演会と同日に、ＤＶ・ス
トーカー・離婚・ＬＧＢＴについての電
話相談や、遺言・相続・年金・離婚・Ｄ
Ｖ、ストーカー対策などをテーマに女性
のための法律講座を実施した。
電話相談－５件，面談相談－１１件

高度な専門知識を有する県弁護士
会と連携し実施することで、女性
や性的マイノリティが抱える幅広
い悩みについて専門的にアドバイ
スすることができ、問題解決につ
なげることができた。
電話相談の件数が少なかった。広
報の方法を検討する必要がある

　　実施

継続実施（令和2年度は新
型コロナウイルス感染予
防のため電話相談のみ実
施）

令和２年６月２７日に電話相談を実施（熊本
市と共催）。例年実施している記念講演会と
面談相談、法律講座は中止した。そのため、
令和２年１１月８日に実施された「はあもに
いフェスタ」（熊本市男女共同参画センター
はあもにい主催）に共催する形で、女性のた
めの法律講座及び個別相談会を担当した。

新型コロナウイルス感染症の影響で例
年どおり実施できない部分もあった
が、一定のニーズに応えることができ
た。

例年と比
べると制
約が大き
く、面談
相談の機
会が減少
してお
り、その
分達成度
が低く
なった。

令和３年度は６月２６日に「女性の
権利ホットライン」と名称を変更
し、例年どおり面談相談、電話相
談、法律講座を開催する予定であ
る。

関連施策
女性の生きづらさを考える
講座

P.47
市民生活
部

男女共同参画課(男女共
同参画センターはあもに
い)

実施なし - -
女性への暴力防止のため
の講座を実施予定

２件（291名受講）
パートナーとの関係に悩む女性や高校
生への啓発を含めて実施できた。

実施 実施を継続

関連施策
男性の生きづらさを考える
講座

P.47
市民生活
部

男女共同参画課(男女共
同参画センターはあもに
い)

実施なし - - 実施予定なし １件（18名受講）
男性の多様な生き方、働き方を考える
講座を実施。

実施 実施を継続

関連施策
子連れ離婚を考えている方
に知っておいてほしいこと
（女性編）

P.47
市民生活
部

男女共同参画課(男女共
同参画センターはあもに
い)

離婚が頭をよぎった時、一人で悩みを抱
えがちになる、あるいはDV被害に遭って
いる（そうと気づいていない）子どもが
いる女性に対し、離婚にまつわる基礎的
な知識、社会資源などの情報提供、子ど
もの心理などについての講座を1回実施。
12月に実施

人生において重要な決定である離
婚時に起こりやすい悩みに関する
解決方法や様々な社会資源・制度
を紹介することで、離婚を考えて
いる女性への支援につながった。

　　実施
女性への暴力防止のため
の講座を実施予定

２件（291名受講）
パートナーとの関係に悩む女性や高校
生への啓発を含めて実施できた。

実施 実施を継続

関連施策 再就職準備講座 P.47
市民生活
部

男女共同参画課(男女共
同参画センターはあもに
い)

3月実施予定であったが、新型コロナウイ
ルス感染予防のため中止

- - 継続実施 ２回（４３名受講）
コロナ禍の中での再就職支援につなげ
ることができた。

実施 実施を継続

関連施策 防災出前講座 P.47
市民生活
部

男女共同参画課(男女共
同参画センターはあもに
い)

災害時における男性と女性のニーズの違
い、性暴力・性犯罪防止の啓発、防災会
議や避難所運営への女性の参画などの重
要性を伝えるほか、自助、共助の面にお
いても支援の在り方、個人的備えの必要
性を伝える。8団体約350名参加。

大規模災害時に起こりやすい様々
な課題について男女共同参画の視
点から備えることを地域で考えて
いただくことで、大規模災害時に
おいても全ての住民の安全・安心
につながるよう啓発できた。

実施 継続実施 ７回実施（２７５名受講）

大規模災害時に起こりやすい様々な課
題について男女共同参画の視点から備
えることを地域で考えていただくこと
で、大規模災害時においても全ての住
民の安全・安心につながるよう啓発で
きた。

実施 実施を継続

関連施策 民生委員活動の支援 P.47 福祉部 健康福祉政策課
最も身近な相談相手として、市民の立場
に立った支援活動を行っている。

必要に応じて関係先へつなぐ等支
援することができた。

実施
引き続き、市民に身近な
相談相手として支援活動
を行っていく。

最も身近な相談相手として、市民の立場に
立った支援活動を行っている。

コロナ禍のため、年度当初は活動を自
粛していただいたが、校区ごとに工夫
し、できることから活動できた。

数値評価
が困難

引き続き、市民にとって身近な相談
相手として支援活動を行っていく。

関連施策 日常生活自立支援 P.48
福祉部/
庁外

健康福祉政策課/熊本市
社会福祉協議会

認知症の方などが住み慣れた地域での生
活を継続することができるよう、熊本市
社会福祉協議会と地域生活支援員が連携
して支援した。

約150名の方の金銭管理などを支援
できた一方で、地域生活支援員が
やや不足している。地域における
つながりや支援体制の強化のた
め、地域生活支援員の確保に向け
た取組が必要。

実施

引き続き、認知症の方な
どが住み慣れた地域での
生活を継続することがで
きるよう、熊本市社会福
祉協議会と地域生活支援
員が連携して支援してい
く。

認知症の方などが住み慣れた地域での生活を
継続することができるよう、熊本市社会福祉
協議会と地域生活支援員が連携して支援し
た。

約160名の方の金銭管理などを支援でき
た一方で、地域生活支援員がやや不足
している。地域におけるつながりや支
援体制の強化のため、地域生活支援員
の確保に向けた取組が必要。

数値評価
が困難

引き続き、認知症の方などが住み慣
れた地域での生活を継続することが
できるよう、熊本市社会福祉協議会
と地域生活支援員が連携して支援し
ていく。

関連施策 災害時要援護者支援 P.48 福祉部 健康福祉政策課

民生委員・児童委員等に対し、災害時の
避難行動に支援が必要な者が掲載された
名簿を配布し、地域における見守り体制
の強化を図った。

民生委員・児童委員等に対し当該
制度の周知や見守り活動への協力
依頼を行い、地域における見守り
活動につながった。

実施

引き続き、当該制度の周
知に努め、地域における
見守り活動を推進してい
く。

自治会長や民生委員・児童委員等に対し、災
害時の避難行動に支援が必要な者が掲載され
た名簿を配布し、地域における見守り体制の
強化を図った。

自治会長や民生委員・児童委員等に対
し当該制度の周知や見守り活動への協
力依頼を行い、地域における見守り活
動につながった。

実施
引き続き、当該制度の周知に努め、
地域における見守り活動を推進して
いく。

関連施策 福祉総合相談 P.48
福祉部/
各区役所

保護管理援護課・各区福
祉課

幅広い福祉制度の紹介及び担当部署への
案内、制度利用についての助言等を行っ
た。

相談者の現状に応じ、適切で有効
な福祉制度の紹介や制度利用につ
いての助言を行うことができた。

実施 継続実施
幅広い福祉制度の紹介及び担当部署への案
内、制度利用についての助言等を行った。

相談者の現状に応じ、適切で有効な福
祉制度の紹介や制度利用についての助
言を行うことができた。

実施 継続実施

関連施策 中国残留邦人等支援 P.48 福祉部 保護管理援護課
生活に困窮する中国残留邦人等に対し支
援を行った。
22世帯30名に対し支援を行った。

金銭の給付や通訳・相談等支援を
行い生活に対する不安を軽減し
た。

実施 継続実施
生活に困窮する中国残留邦人等に対し支援を
行った。
22世帯28名に対し支援を行った。

金銭の給付や通訳・相談等支援を行い
生活に対する不安を軽減した。

実施 継続実施

関連施策 医療安全相談 P.48
保健衛生
部

医療政策課
医療に関する相談等に対しての助言等を
行い、患者と医療機関との信頼関係構築
に資する。

電話等での相談に対して、丁寧な
対応ができた。

実施済み 継続して実施する。
医療に関する相談等に対しての助言等を行
い、患者と医療機関との信頼関係構築に資す
る。

電話等での相談に対して、丁寧な対応
ができた。

実施済み 継続して実施する。

関連施策 在宅医療相談 P.48
保健衛生
部

医療政策課

在宅療養（医療、介護）に関する問合せ
や在宅医療についての不安に関する相談
への対応や、医療関係者や介護関係者か
らの地域の医療資源等に関する問合せ等
に対応した。

電話等での相談に対して、丁寧な
対応ができた。

実施済み 継続して実施する。

在宅療養（医療、介護）に関する問合せや在
宅医療についての不安に関する相談への対応
や、医療関係者や介護関係者からの地域の医
療資源等に関する問合せ等に対応した。

電話等での相談に対して、丁寧な対応
ができた。

実施済み 継続して実施する。

関連施策 がん相談ホットライン P.48
保健衛生
部

医療政策課
がんに関する不安や疑問、相談等（医療
相談を除く）にがんサポートセンター専
門相談員（がん経験者）が対応した。

電話等での相談に対して、丁寧な
対応ができた。

実施済み 継続して実施する。
がんに関する不安や疑問、相談等（医療相談
を除く）にがんサポートセンター専門相談員
（がん経験者）が対応した。

電話等での相談に対して、丁寧な対応
ができた。

実施済み 継続して実施する。

関連施策 難病相談 P.48
保健衛生
部

医療政策課

熊本県難病相談・支援センターにおいて
難病に関する相談・支援を行うととも
に、関係機関と連携して難病の相談に対
する支援を行った。

電話・メール等による相談に対し
て丁寧に実施することが出来た。

実施済み 継続して実施する。

熊本県難病相談・支援センターにおいて難病
に関する相談・支援を行うとともに、関係機
関と連携して難病の相談に対する支援を行っ
た。

電話・メール等による相談に対して丁
寧に実施することが出来た。

実施済み 継続して実施する。

関連施策 エイズ及び性感染症対策 P.48
保健衛生
部

感染症対策課

エイズや性感染症についての予防啓発・
教育、相談対応、検査を行い、感染者の
減少に努めるとともに、感染者に対する
受診調整相談対応や支援先の紹介なども
行っている。

エイズや性感染症についての相談
対応や検査実施、感染者に対する
相談対応等、適切に行うことがで
きた。

実施済み 継続して実施する。

エイズや性感染症についての相談対応、検査
を行い、感染者の減少に努めるとともに、感
染者に対する受診調整相談対応や支援先の紹
介なども行っている。

エイズや性感染症についての相談対応
や検査実施、感染者に対する相談対応
等について、新型コロナウイルス感染
症の影響により縮小せざるを得なかっ
たが、可能な範囲で実施した。

実施済み 継続して実施する。
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関連施策
妊娠期から子育て期にわた
る相談

P.49
子ども未
来部

子ども支援課子ども若者
総合相談センター

電話・メールなどにより、24時間365日
体制で子ども・若者に関するあらゆる相
談を受け、悩みを傾聴しつつ助言及び情
報提供を行うことで、困難を抱える相談
者の不安を取り除き、精神状態の安定に
つなげる。また、緊急・困難なケースに
ついては、関係機関と連携し、早期支援
につないでいる。

子ども・若者総合相談センターの
令和元年度（2019年度）相談件数
6,036件のうち自殺に関する相談は
90件あったが、適切に対応した。

100% 継続して実施

電話・メールなどにより、24時間365日体制
で子ども・若者に関するあらゆる相談を受
け、悩みを傾聴しつつ助言及び情報提供を行
うことで、困難を抱える相談者の不安を取り
除き、精神状態の安定につなげる。また、緊
急・困難なケースについては、関係機関と連
携し、早期支援につないでいる。

子ども・若者総合相談センターの令和2
年度（2020年度）相談件数6,748件のう
ち自殺に関する相談は198件あったが、
適切に対応した。

100% 継続して実施

関連施策 保健師等による健康教育 P.49 各区役所 各区保健子ども課

中央区…サロン等で認知症や睡眠などの健康教育
時にうつなど併せて啓発。幼児健診やサークル等
にて、母親のこころのケア、震災後の心のケアな
ど啓発した。
東区…民協会議やサロン等で「介護予防」「睡
眠」の健康教育時に高齢者の心のケアについて、
育児サークルで「母親の心のケア」「震災後の心
のケア」について健康教育を実施。
西区…民児協会議等を活用し 、「母親の心のケ
ア」など心の健康に関すること や相談先などの情
報提供を行う。（10校区/13校区）
南区…「プレパパ・ママ広場」で妊婦やその家族
に対し、マタニティブルーや産後うつなどの内容
を含めた健康教育を行っている。また、幼児健診
時に「震災後の心のケア」についても実施してい
る。
北区…各校区の自治協・民協等で「心のケア」に
関する相談先を紹介。子育てネットワーク・両親
学級で「母親の心のケア」について健康教育を実
施した。（10校区/21校区中実施）

中央区…計画的に全校区では実施
できなかった
東区…全校区で実施をすることが
できなかった
西区…地域の集まりなどを活用し
啓発することができた。
南区…全校区で実施をすることが
できなかった。
北区…全校区で実施することがで
きなかった。

中央区…
50％
東区…
70％
西区…
77%
南区…
50％
北区…
48％

中央区…年間健康教育計
画に盛り込み実施する
東区…新型コロナウィル
スの影響による心のケア
も含めて啓発活動を継続
実施していく。
西区…実施を継続。
南区…全校区で啓発活動
を実施していく。
北区…啓発強化月間を設
け全校区で実施する。

中央区…幼児健診や赤ちゃん訪問時に「災害時のこころ
のケア」パンフレットを配布し啓発。
東区…心の健康についての健康教育2回30人参加、東部
ブロック主任児童委員研修で「コロナ禍の母子、産後の
メンタルヘルス」について講話を実施（1回23人参
加）。東区子育て支援ネットワーク運営委員への資料送
付2回延36人（虐待予防と東部ブロック主任児童委員研
修資料）西区…民児協議会議を活用し、「支援者のため
の見守り講座」を実施。実施回数4回、参加者数89人
南区…各校区の民協・サロン等で、新型コロナウィルス
感染症の影響による「心のケア」、児童虐待防止のため
の「心のケア」等の健康教育を実施した。また、幼児健
診や保健師の赤ちゃん訪問時に「災害時の心のケア」の
啓発を実施している。
北区…各校区の自治協・民協等で「心のケア」に関する
相談先を紹介。新型コロナウイルス感染症の影響による
「心のケア」についても健康教育を実施した。（20校
区/21校区）

中央区…コロナ禍で校区等の会議やイベン
ト等では啓発が実施できなかったが、幼児
健診、赤ちゃん訪問等において啓発した。
東区…コロナ禍で地域の会議やイベントは
自粛する校区が多かったが、啓発の機会が
得られた校区では実施できた。
西区…全校区で実施する予定だったが、新
型コロナウイルスの影響で全校実施はでき
なかった。実施できなかった校区にたいし
ては、講座内容のDVDを配布し、見守り支
援の啓発活動につなげた。
南区…21校区中20校区で実施することがで
きた。
北区…コロナ禍で会議やイベントが自粛さ
れ、全校区で啓発することができなかっ
た。

中央区…
80％

東区…
100％
西区…

100%(DVD
配布を含

む)
南区…
95.2％
北区…
95.2％

中央区…新型コロナウイルスの動向
をみながら、継続実施。
東区…新型コロナウイルスの動向を
みながら、継続実施。
西区…新型コロナウイルスの動向を
みながら、継続実施。
南区…新型コロナウイルスの動向を
みながら、全校区で啓発活動を実施
する。
北区…啓発強化月間を設け全校区で
啓発する

関連施策 保健師等による訪問指導 P.49 各区役所 各区保健子ども課

中央区…実）168人　　延）280人
東区…実）106人、延） 256人
西区…実）７６人、延）１５４人。本
人・家族・関係機関からの相談により個
別の訪問を実施
南区…実）75人、延） 190人
北区…実   61人、延） 167人

中央区…関係機関と連携しタイム
リーに実施
東区…関係機関と連携しタイム
リーに実施
西区…関係機関と連携しながらタ
イムリーに実施した。
南区…関係機関と連携しタイム
リーに実施
北区…関係機関と連携しタイム
リーに実施

中央区…
100％
東区…
100％
西区…
100%
南区…
100％
北区…
100％

中央区…継続実施
東区…継続して実施
西区…実施を継続
南区…継続実施
北区…継続実施

中央区…実)78人　延)161人
東区…実）91人　延）183人
西区…実）50人　延）91人
南区…実）62人　延）143人
北区…実）57人　延）125人

中央区…関係機関と連携しタイムリー
に実施
東区…関係機関と連携しタイムリーに
実施
西区…関係機関と連携しタイムリーに
実施
南区…関係機関と連携しタイムリーに
実施
北区…関係機関と連携しタイムリーに
実施

中央区…
100％
東区…
100%

西区…
100%

南区…
100％
北区…
100％

中央区…継続実施
東区…継続実施
西区…継続実施
南区…継続実施
北区…継続実施

関連施策 公民館講座 P.49 各区役所
公民館を併設している各
まちづくりセンター

生涯学習をとおして、仲間づくりや生き
がいづくりに寄与する様々な講座を各公
民館にて実施。

【2019年度】
公民館講座開催実数：2,415講座
　
在籍者数　　　　　： 63,882人

年間を通して、各公民館で様々な
講座を開催することで、仲間づく
りや学ぶことへの充実感を感じて
もらうことができ、生きがいづく
りにつなげることができた。

100

民間のノウハウ等を活用
し、地域課題の解決に取
り組むとともに、マーケ
ティング力・集客力など
活かし、幅広い年代への
参加向上につなげる。

生涯学習をとおして、仲間づくりや生きがい
づくりに寄与する様々な講座を各公民館にて
実施。コロナ禍においても講座を受講できる
ように、感染拡大対策やオンライン講座の実
施などの工夫を行った。

【2020年度】
公民館講座開催実数：525講座
在籍者数　　　　　： 13,039人

コロナウイルス感染拡大の影響で例年
通り講座を開催することはできなかっ
たが、感染拡大防止対策を行ったうえ
で各公民館で様々な講座を開催するこ
とで、講座実数は減少したものの仲間
づくりや学ぶことへの充実感を感じて
もらうことができ、生きがいづくりに
つなげることができた。

50%

昨年度に引き続き、新型コロナウイ
ルス感染拡大の情勢に注意しなが
ら、減少した講座数を回復できるよ
うに市民の生きがいづくりに取り組
む。

関連施策 救急業務 P.49 警防部 救急課

事故や病気による傷病者を、救急隊に
よって医療機関に搬送。必要に応じて保
健福祉部門との情報共有を行い相談につ
なげることで、未遂者の支援を行ってい
る。

救急現場において、保健福祉部門
への相談や支援が必要と判断した
事案が数件発生している。現場か
ら直接、保健福祉部門へ連絡する
などし、連携することで解決につ
なげている。

100% 継続して実施

事故や病気による傷病者を、救急隊によって
医療機関に搬送。必要に応じて保健福祉部門
との情報共有を行い相談につなげることで、
未遂者の支援を行っている。

自傷行為等の傷病者を適切な医療機関
に搬送して医師やソーシャルワーカー
等に繋げ、または現場から直接保健福
祉部門へ連絡するなどし、関係機関と
連携することで解決に繋げている。

100% 継続して実施

関連施策
水道料金・下水道使用料納
付相談

P.49
上下水道
局総務部

料金課

電話や窓口での支払困難の申出により生
活状況等の聞取りを行い、問題を抱えて
いるようであれば、各区役所の保護課へ
生活再建、生活保護申請の相談を行うよ
う助言し、働く場として自立支援セン
ターなどの案内を行った。

聞き取った生活状況の内容に適し
た相談窓口を案内することができ
た。

100%% 継続して実施

高齢者の支払状況や過去の対応内容から、各
区役所の保護課や
高齢福祉課、地域包括支援センター、民生委
員と連携して対応を
行った。

高齢者の生活状況の内容に適した対応を行うことができた。100% 継続して実施

関連施策
下水道事業受益者負担金の
納付相談

P.49
上下水道
局総務部

給排水設備課

電話、窓口、訪問による受益者の生活状
況を聞き取り、減免、徴収猶予等の負担
軽減を図り、生活困難な状況と思われる
ときは、生活保護等、対象者の生活支援
に適した担当課等を紹介することとして
いる。

令和元年においては、当該事例は
発生していない。

評価なし 継続して実施

電話、窓口、訪問による受益者の生活状況を
聞き取り、減免、徴収猶予等の負担軽減を図
り、生活困難な状況と思われるときは、生活
保護等、対象者の生活支援に適した担当課等
を紹介することとしている。

令和2年度においては、当該事例は発生
していない。

評価なし 継続して実施

関連施策 熊本市民病院運営 P.49
熊本市民
病院

総務企画課

専門的で質の高い医療の提供、多くの救
急車搬送の受け入れ、地域の医療機関と
の連携により、患者様、ご家族が安心で
きる医療提供に努めた。

患者様が抱える健康不安に応じた
適切な医療の提供を実施した。ま
た、外来予約から入退院支援等多
職種で支援を行い、多くの市民の
皆様の健康不安解消に努めた。

100%

市民の皆様が安心でき
る、より良い医療の提供
に継続して取り組んでい
く。

専門的で質の高い医療の提供、多くの救急搬
送患者の受け入れ、地域の医療機関との連携
により、患者様、ご家族が安心できる医療提
供に努めた。

患者様が抱える健康不安に応じた適切
で質の高い医療を提供した。また、外
来予約や入退院支援等、多職種で支援
を行い、多くの市民の皆様の健康不安
解消に努めた。

100%
市民の皆様が安心して受診できる環
境を継続して整備していく。また、
最善の医療提供に努める。

関連施策 青少年の街頭指導 P.49
教育総務
部

青少年教育課

"青少年センター業務を行う職員が、青少
年の非行・被害防止及び健全育成を目的
として、中心街の街頭指導を行った。
実施回数405回"

青少年への声かけを通して、進路
や学校での悩みを聞くことがで
き、学校や関係機関と連携して対
応することができた。	実施	新型コ
ロナウィルスの影響による心のケ
アも含めて、街頭指導を継続実施
していく。

実施

新型コロナウィルスの影
響による心のケアも含め
て、街頭指導を継続実施
していく。

青少年センター業務職員が、青少年の非行・
被害防止及び健全育成を目的として、中心街
の街頭指導を行った。
実施回数418回

青少年への声かけを通して、学習や部
活動等の学校での悩みを聞くことがで
き、学校や関係機関と連携して対応す
ることができた。

実施 実施を継続する


